
障害のある方が、家庭や職場、障害者福祉施設などで
暴力を受けた場合「障害者虐待」と言います。
障害者虐待防止法では「何人も障害者を虐待しては
ならない」 とされています。

高齢者虐待ではないかと思われる
場合は、最寄りの市町村へご相談
ください。身の危険があるなど
緊急の場合は警察へ。

補足

虐待を受けたと思われる障害者
を発見したら、市町村か県に通
報する義務があります。

補足
自覚の有無は
関係ない

気づいていますか　痛み

守れていますか　こころ

  こうち男女共同参画センター「ソーレ」
〒780-0935  高知市旭町3丁目115番地

TEL 088-873-9100　FAX 088-873-9292
https://www.sole-kochi.or.jp
e-mail :sole@sole-kochi.or.jp
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●こうち男女共同参画センター「ソーレ」 2088-873-9555
●高知県社会福祉協議会権利擁護センター（高齢者・障害者）
 2088-850-7770
●高知県中央児童相談所 2088-821-6700
●高知県幡多児童相談所 20880-37-3159 
＊虐待の相談（24時間全国共通ダイヤル） 2＃189（イチハヤク）
●高知県女性相談支援センター 2088-833-0783
●女性の人権ホットライン（高知地方法務局） 20570-070-810
●高知県警察総合相談電話（24時間） 2088-823-9110
 （＃9110）
●レディースダイヤル110番 2088-873-0110
●CORAL CALL（コーラルコール） 20120-835-350
●高知労働局雇用環境・均等室 2088-885-6041
●にじいろコール 2088-854-8542
 （SOGIに関する相談専用）

私たちの社会や家庭の中には、様 な々暴力があります。
「DV」や「虐待」などの暴力には呼び名があります。

存在しているのに「名前のない暴力」もあります。
年齢や性別、セクシュアリティや経済力に関係なく

暴力を受けてよい人はいません。
このカードを手にとってくださった方に
社会や家庭で暴力を受けた時

「相談しよう」と思って頂けますように。

65歳以上の方が、家庭や養介護施設で、養護者や養介
護施設従事者などから暴力を受けたら、それは「高齢者
虐待」です。65歳未満の方でも高齢者虐待とみなされる
場合があります。また、養護者にも支援が必要です。



■ 身体的暴力
■ 心理的な虐待
■ 性的な虐待
■ ネグレクト
※法律で体罰は禁止されています

保護者が監護する児童（18歳未満）を虐待
すること。

■ 身体的暴力
■ 心理的な虐待
■ 性的な虐待
■ ネグレクト
※法律で体罰は禁止されています

児童虐待の件数は年々
増加しています。
社会情勢・貧困問題も
一因となっています。
子どもたちに起きている
ことに、もっと目を向け
る必要があります。

子どもはひとりで動けません。
まわりで気づくことも大切
見かけたら通告の義務があります。

配偶者や恋人など親密な関係にある、または
あったものから振るわれる暴力のこと。

■ 身体的・精神的・経済的暴力
■ 性的な暴力、社会からの隔離

DVは力と支配
相手をコントロールするための手段
相手のためだというゆがんだ考え
男らしさ・女らしさの呪縛

暴力を受け続けることで無気力になり、助けてほしいという声
もあげられなくなります。PTSDを発症することもあります。

暴力は振るう側が100％悪いのです。

ネット上の暴力だからといって
被害が軽いわけではありません。

■ レイプ、レイプドラッグ
■ セクハラ、スクールセクハラ
■ 痴漢
■ 性的な言動
■ 性的同意なし

■ 避妊しない
■ 二次被害
  （セカンドレイプ）
■ リベンジポルノ
■ AV出演の強要　等

子どもの面前でのDVも
虐待になります

あなたが嫌なことは
すべて性暴力

被害を受けた方が
逃げなくてはいけない現実

簡単に発信され、
知らない間に拡散されている

スマートフォンやパソコン等を用いた
インターネット上で起こるさまざまな
権利侵害のこと。

■ リベンジポルノ
■ 誹謗中傷、脅迫、嫌がらせ
■ ストーキング
■ なりすまし
■ 個人情報のさらし
■ 画像加工（フェイクポルノ）
■ 性的搾取
■ 人身売買　等

同意していない性行為のこと。

内閣府ホームページ　『女性に対する暴力の根絶』 

自己責任と言われたり、
バッシングを受けたりする
けれど、被害者に落ち度は
ありません。
被害者は悪くないのです。


